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PRESCRIPTION

FOCUS

日本経済の動向

工業高校紹介 
東京都立蔵前工科高等学校

建設経済の動向
■ 米国の消費者が従来以上にインフレ・金利に敏感に反応

■ インタビュー ： 首代 昌紀 先生

■ 「脱炭素現場」へ電動建機の導入が加速
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連載 かわいい土木 【第54回】
■ 大源太川第1号砂防堰堤
　／新潟県南魚沼郡湯沢町

14

お役立ち連載 
建設キャリアアップシステム
を活用しよう！ 【第19回】
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連載 経営者のためのわかりやすい会計
■ 【第3回】
　損益計算書

12

■ はじめに
■ Ⅰ.労働者の処遇改善
■ Ⅱ.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止について
■ Ⅲ.働き方改革と生産性向上について

建設業法及び公共工事入札契約
適正化法の改正について
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国土交通省不動産・建設経済局建設業課





建設業法及び公共工事入札契約適正化法の
改正について

　建設業は、社会資本の整備・管理の担い手であるとともに、災害時における「地域の守り手」として国民生活や社会経済活動を支える極
めて重要な役割を担っています。一方、他産業と比較して厳しい就労条件を背景として就業者の減少が著しく、建設業がその重要な役割を
将来にわたって果たし続けられる「持続可能な建設業」を実現するために、担い手の確保に向けた取組を強化することが急務となっていま
す。また、昨今の急激な資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資となる労務費等がしわ寄せを受けないよう、高騰分の適切な価
格転嫁が求められているところです。
　このような状況を踏まえ、中央建設業審議会※１の下に設置された基本問題小委員会において、昨年５月から９月までの間に計５回の審議
が行われ、①請負契約の透明化による適切なリスク分担、②適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保、③魅力ある就労環境を実現す
る働き方改革と生産性向上について、早急に講ずべき施策を取りまとめた「中間とりまとめ」が策定され（参考１）、法律の改正が必要な事
項について、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」（以下「改正法」という。）
により法制化することとしました（参考２）。
　改正法においては、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるよう、現場の担い手の確保に向けた対策として、「賃金
引上げなどの処遇改善」「資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止」「労働時間の適正化による働き方改革及び現場管理の効率化等によ
る生産性の向上」を促す措置を講じることとし、同法は原則としてその公布の日から１年６ヶ月以内に施行される予定です。
※１…発注者（デベロッパー）・受注者（建設業者）・学識者の代表により構成された会議体。

　往時より労働者が減少しているとともに、現場の急
速な高齢化と若年層の減少が進んでいる建設業にお
いては、若手の入職促進による将来の担い手の確保が
急務となっており、必要とされる技能や厳しい労働環
境に相応しい賃金引上げなどを含めた技能労働者の
処遇改善に取り組むことが必要です。令和６年３月に
は、内閣総理大臣や建設業団体出席の下「建設業団
体との賃上げ等に関する意見交換会」が開催され、国
土交通大臣と建設業団体との間で技能労働者の賃金
が「５％を十分に上回る上昇」となることを目標とする
ことが申し合わせられました。また、令和６年３月から適
用されている公共工事設計労務単価は前年度比で５．
９％の引き上げとなり、令和５年度まで12年連続の引
上げとなったところですが、これが現場労働者の賃上
げに結び付き、また次の公共工事設計労務単価の引き
上げにつながるという好循環を実現できるよう、官民
一体となって取り組むことが必要です。

【はじめに】

建設業法及び公共工事入札契約適正化法の改正について

国土交通省不動産・建設経済局建設業課

特 集

!"#$%&'()*(+,-.&'(/,01234(!567869:;<=
>?@ABCDEFGHIJKLMNOP#$%GQRJS>

!"#$%&'()*+,-./012345

!"#$%&'()*+,-./01234567+89:$;<=>?2@AB+CDEFGHIJ+KL+MNO$345+67.PQRSTUVJW+XYRZ9
=\S]^_`=abc

678%&+9:-;<=>'?@
!"#$%&'()*+,-./012
defNgh=$34JW=ijklmnop+qrst`rusv+wx.
yz:

34567%89:;<=%>?'@ABCD
EFGHIJK*LM)NHO)PQGRS/TU45677V/WX

6A8BCDEFG'<H'%&IJ')K*
!45YZ/[\%]^_`Xabcdef@TU7V/ghij
3kl[m%no45YZ/[\pAB67qrCs2
d{|}~W�ÄQ]ÅLÇÉÑhÖÜ?2á8=(àâäãh.å+çé
=Éèjkt=\S]+|êë.í}

6L8MNOP'QRSTUVWXYZ#$%&'.[*
!t@$eu/vwxy
d(àâäGJì=îï.ñójWòÖÜ?2á8=ôö+õWsúùû,=
ü†.,°

3de@z${/|}=
d¢õ=£S(àâäù+ôö§•=\S]$¶ß®©™´h+¨≠Æò=$
Ø∞±rs≤≥ùR¥µúW5s^∂êk
d¢XYRôö∑∏+2ê67π∫ª+ºΩæø.F¿

!!"#$%&'()*+,-.(/01234567+089:;-<:=>?@A5BC,-.DE$FGHI
!JK(0LM:NOPQRSTUVWXYKZ[\]2^(_`(ab+cc0_defghi?jk$=>lmnfg
op:MP0_`(!"jq$rslmRtuv.wxHyze-I

!D{+n|O}~:M0�fgop:ÄÅÇ(ÉR_`eÑÖÜá;0à_`e\âäã:=>Yåiçéèw:;>0ê
ëíQRì\tu5rLîR]éïñóEòôö:õú0eù:áû(c-,0!"#üã:ñdx†û(°¢(£§•
és¶5ßw®E©I

!"#$%&'()*+,-./0123*4,

678\]^_`'ab
~~dXYRJW,°+2ê=¡¬_√kƒ≈∆«»R@z…. À345Ã†ÕÖ¨≠

5"6789:&;<=>?@9A1BCDEFGHIJ

678.[0cd'Ke
!"#$%&'�ÄÅÇ^fÉ/ÑÖ
3ÜáàBwâ?'äãRåç%>?'éèêë
dJì=ijkŒ«h+œ–=—1$“”»‘º+’ñO÷.ab

6A8fg>'hI
!íìf@âîBïñ%óò?'cô/öõ/úù
d◊ÿŸ+⁄€h=çk‹áZ9+2ê+›fi.¶Öfl‡$·|345s=‚›fi=
„Q2‹áZ9=‰êkÂÄ.Êêk
3ûòü†$=/°¢W£=/§ò2

6i8./0j]'klF'mnoKe'pq'rs
d345s=$@As+XYRÁËÈÍ=‰êkçéÊêk
d∆«öÎ=ÏäÌÓSv+ÔÒÚÛÙÚGÏäıˆv+8˜=ijk¯�.˘—

6t8uvO+9:-wM+xo#$yl'z{
d@z….˙˚Äjk¸˝π˛+øˇ+2ê$qrs=çk¢õ=£S(àâäù+
ôö§•.!"Q$›#$¨≠h+ÆòÄjk

™´¨≠ÆØ∞Æ±¶≤

$%&{'∏ùÆ>jkW�

■  （参考１）基本問題小委員会「中間とりまとめ」の概要（一部加筆）

■  （参考３）建設業就業者の高齢化の進行

■  （参考２）法案の全体像
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　しかしながら、建設工事においては、材料費等の削減よりも技能労働者の労務費等の削減の方が容易であることから、建設業者が価格
競争のために労務費分を削ったり、資材の高騰分を労務費の減額によって補填したりするなど、技能労働者の処遇を適切に考慮しない
ケースが生じています。
　労務費は適正な相場観が不明確であるために、その減額に対する抑止力が働きにくいことが要因として考えられますが、労務費を減額し
たことによる低廉な請負代金の契約が横行すれば、処遇改善を進めようと考えている建設業者においても受注機会を確保するために価格
を下げざるを得ない状況となり、適正な競争に基づく建設業の健全な発達が妨げられることとなります。
　そこで改正法では、学識者・受注者・発注者から構成される公平中立な機関としての立場にある中央建設業審議会が「建設工事の労務費
に関する基準」を示すこととし、これを著しく下回るような積算見積りや請負契約を下請取引も含めて禁止することとしています。
　具体的には、受注者による著しく低い労務費を前提とした見積り提出や、注文者による著しく低い労務費になるような見積り変更依頼を
禁止し、これに違反して契約した発注者に対しては、国土交通大臣あるいは都道府県知事から必要な勧告・公表ができることとしました。ま
た、著しく低い労務費等による契約を締結した受注者に対しては、国土交通大臣あるいは都道府県知事から指示等の処分ができることとし
ました。これによって、発注者、元請、下請と段階を経ても、適正な労務費の確保がされることとなります。
　さらに、適正な労務費が確保できていたとしても、材料費や法定福利費といった他の経費が不足している場合は適正な工事の施工にあ
たって問題となりますので、受注者の発意による総価での原価割れ契約の締結（ダンピング）についても禁止することとしています※２。
※２…令和元年の建設業法改正により、既に注文者に対しては不当な地位の濫用による原価割れ契約が禁じられています。

　資材価格の高騰や資材不足といった個々の工事におけるリスクの分担方法は、個々の工事請負契約の内容に基づいて契約当事者間で
決定されるべきものですが、適切に分担がされず受注者にリスクの負担が偏ることとなることで、契約当事者のみならず、当該工事の下請業
者なども含めた建設生産システム全体に対して、経営の悪化や施工不良の発生といった悪影響を及ぼすケースが生じています。具体的に
は、国土交通省が実施した調査を通じ、請負契約の変更に関する条項すら契約書において定められていないケースが多く見られることが明
らかとなっています。資材高騰に伴う価格転嫁が円滑に行われないことで、足りない分が労務費にしわ寄せされることが懸念されています。

資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止についてⅡ

建設業法及び公共工事入札契約適正化法の改正について

■  （参考４）労働者の処遇改善について

■  （参考５）資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止

　こうした状況を踏まえ、改正法では、建設業者が安心して請負契約の変更交渉ができる環境を整えるため、資材高騰に伴う請負代金等
の「変更方法」を契約書の記載事項として定めることとしています。これにより、契約上で請負代金等の変更協議を行うことを義務付け、変
更を促進することとしています。
　また、資材高騰分の転嫁の協議の円滑化により労務費へのしわ寄せを防ぐため、資材高騰が生じるおそれがあると認めるときは、請負契
約の締結をするまでに受注者から注文者に対して、関連する情報をその把握の方法と併せて通知しなければならないこととしました。この
場合、実際に資材高騰が生じたときは、受注者から注文者に対して請負代金の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協
議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなります※３。これらにより、資材高騰分の転嫁の協議が円滑化され、労務費へのしわ寄せ
が防止されることとなります。
※３…入札契約適正化法の改正により、公共発注者は誠実に契約変更協議に応じる義務が生じます。
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　しかしながら、建設工事においては、材料費等の削減よりも技能労働者の労務費等の削減の方が容易であることから、建設業者が価格
競争のために労務費分を削ったり、資材の高騰分を労務費の減額によって補填したりするなど、技能労働者の処遇を適切に考慮しない
ケースが生じています。
　労務費は適正な相場観が不明確であるために、その減額に対する抑止力が働きにくいことが要因として考えられますが、労務費を減額し
たことによる低廉な請負代金の契約が横行すれば、処遇改善を進めようと考えている建設業者においても受注機会を確保するために価格
を下げざるを得ない状況となり、適正な競争に基づく建設業の健全な発達が妨げられることとなります。
　そこで改正法では、学識者・受注者・発注者から構成される公平中立な機関としての立場にある中央建設業審議会が「建設工事の労務費
に関する基準」を示すこととし、これを著しく下回るような積算見積りや請負契約を下請取引も含めて禁止することとしています。
　具体的には、受注者による著しく低い労務費を前提とした見積り提出や、注文者による著しく低い労務費になるような見積り変更依頼を
禁止し、これに違反して契約した発注者に対しては、国土交通大臣あるいは都道府県知事から必要な勧告・公表ができることとしました。ま
た、著しく低い労務費等による契約を締結した受注者に対しては、国土交通大臣あるいは都道府県知事から指示等の処分ができることとし
ました。これによって、発注者、元請、下請と段階を経ても、適正な労務費の確保がされることとなります。
　さらに、適正な労務費が確保できていたとしても、材料費や法定福利費といった他の経費が不足している場合は適正な工事の施工にあ
たって問題となりますので、受注者の発意による総価での原価割れ契約の締結（ダンピング）についても禁止することとしています※２。
※２…令和元年の建設業法改正により、既に注文者に対しては不当な地位の濫用による原価割れ契約が禁じられています。

　資材価格の高騰や資材不足といった個々の工事におけるリスクの分担方法は、個々の工事請負契約の内容に基づいて契約当事者間で
決定されるべきものですが、適切に分担がされず受注者にリスクの負担が偏ることとなることで、契約当事者のみならず、当該工事の下請業
者なども含めた建設生産システム全体に対して、経営の悪化や施工不良の発生といった悪影響を及ぼすケースが生じています。具体的に
は、国土交通省が実施した調査を通じ、請負契約の変更に関する条項すら契約書において定められていないケースが多く見られることが明
らかとなっています。資材高騰に伴う価格転嫁が円滑に行われないことで、足りない分が労務費にしわ寄せされることが懸念されています。

資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止についてⅡ

建設業法及び公共工事入札契約適正化法の改正について

■  （参考４）労働者の処遇改善について

■  （参考５）資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止

　こうした状況を踏まえ、改正法では、建設業者が安心して請負契約の変更交渉ができる環境を整えるため、資材高騰に伴う請負代金等
の「変更方法」を契約書の記載事項として定めることとしています。これにより、契約上で請負代金等の変更協議を行うことを義務付け、変
更を促進することとしています。
　また、資材高騰分の転嫁の協議の円滑化により労務費へのしわ寄せを防ぐため、資材高騰が生じるおそれがあると認めるときは、請負契
約の締結をするまでに受注者から注文者に対して、関連する情報をその把握の方法と併せて通知しなければならないこととしました。この
場合、実際に資材高騰が生じたときは、受注者から注文者に対して請負代金の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協
議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなります※３。これらにより、資材高騰分の転嫁の協議が円滑化され、労務費へのしわ寄せ
が防止されることとなります。
※３…入札契約適正化法の改正により、公共発注者は誠実に契約変更協議に応じる義務が生じます。
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■  （参考６）建設産業における働き方の現状

■  （参考７）働き方改革と生産性向上

建設業法及び公共工事入札契約適正化法の改正について

ⅰ．働き方改革について
　建設業が魅力ある産業として持続的に発展していくためには、賃金の引上げといった処遇改善だけでなく、働き方の観点からも改革を進
めていく必要がありますが、現状、令和４年度における建設業の総労働時間は全産業と比較して年間70時間程度長く、週休２日も十分に取
れていない状況となっています。

　長時間労働の大きな要因は適正な工期が確保されないことであり、著しく短い工期は、建設業者における技術的に無理な施工方法・工程
の採用を強いるものであるため、結果として手抜き工事、施工不良、工事現場における不当な長時間労働や労働災害などの問題を生じさ
せ、工事の適正な施工が確保されないこととなります。
　そこで改正法では、長時間労働を是正し、週休２日も確保していくため、受注者の発意による著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
することとしています※４・５。
　また、Ⅱに示した請負代金の変更協議と同様に、資材の入手困難などが生じるおそれがあると認めるときは、受注者から注文者に対して関
連する情報を請負契約の締結までに通知しなければならないこととしました。この場合、実際に資材の入手困難などが生じたときは、受注者
から注文者に対して工期の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなり
ます※６。
※４…令和元年の建設業法改正により、既に注文者に対しては、著しく短い工期による請負契約の締結が禁じられています。
※５…特殊な施工方法などを用いることにより工期を短縮することができるなど、正当な理由がある場合には、本規制の対象となりません。
※６…入札契約適正化法の改正により、公共発注者は誠実に契約変更協議に応じる義務が生じます。

ⅱ．生産性向上について
　建設業者は、請負代金が4000万円以上（建築一式工事については8000万円以上）の建設工事を請け負うときは、その工事現場において、
建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者（「監理技術者等」）を置かなければならないこととされています。
　このうち、公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、特に適正な施工が求められることから監理技術者等を専任で置くこ
ととされていますが、現場技術者の高齢化・退職や入職者の減少が進んでいることにより、必要な監理技術者等が確保できない建設業者に
とっては、制度が工事の受注の制約になる場合があります。
　この点、近年、工事現場におけるデジタル技術の活用（タブレット端末を通じた工事関係者間における設計図面や現場写真などの共有や、
現場作業員が装備するウェアラブルカメラなどを通じた監理技術者等との間における工事現場の映像・音声の遠隔・リアルタイム共有など）
により施工管理業務の効率化が進められているところ、令和４年には、現場技術者などの常駐・専任を求める規制については「デジタル原則
に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政調査会決定）において「デジタル技術の活用を前提とした見直しを
進める」こととされました。
　そこで改正法では、こうしたＩＣＴの活用を条件に、監理技術者等の専任規制を合理化することとしています。具体的には、上に挙げたよう
なデジタル技術を活用し、かつ、一定の規模・距離以下に工事現場がある等の要件を満たすことで、工事現場外にいる監理技術者等が平時
はもとより事故・災害の発生時においても工事現場の状況の確認・必要な技術的指示等を行うことができる場合には、監理技術者等が複数
の工事現場を兼任できることとしました。

　今回の改正は、建設業における担い手確保や生産性向上等の取組強化が急務になるとともに、建設資材の急激な価格変動等、建設業を取り
巻く昨今の環境変化への対応が不可避となっていることを踏まえ、建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう緊急に行うもので
あり、今後、施行に向けて詳細の制度設計を行い、業界に周知してまいります。あわせて、中間とりまとめのうち法律の改正が必要な事項以外
の部分についても検討・具体化するとともに、「建設Ｇメン」の体制を強化することで実効性を確保してまいります。
　これらの制度改正による措置を通じ、建設業における処遇改善、働き方改革及び生産性向上に総合的に取り組むことで、地域の守り手であ
る建設業が持続可能、かつ、新４Ｋ「給与が良く、休暇が取れ、希望が持てる」そして「かっこいい」魅力的な産業となるよう、業界の皆様の声を
聴きながら、様々な取組を進めてまいります。

働き方改革と生産性向上についてⅢ
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■  （参考６）建設産業における働き方の現状

■  （参考７）働き方改革と生産性向上

建設業法及び公共工事入札契約適正化法の改正について

ⅰ．働き方改革について
　建設業が魅力ある産業として持続的に発展していくためには、賃金の引上げといった処遇改善だけでなく、働き方の観点からも改革を進
めていく必要がありますが、現状、令和４年度における建設業の総労働時間は全産業と比較して年間70時間程度長く、週休２日も十分に取
れていない状況となっています。

　長時間労働の大きな要因は適正な工期が確保されないことであり、著しく短い工期は、建設業者における技術的に無理な施工方法・工程
の採用を強いるものであるため、結果として手抜き工事、施工不良、工事現場における不当な長時間労働や労働災害などの問題を生じさ
せ、工事の適正な施工が確保されないこととなります。
　そこで改正法では、長時間労働を是正し、週休２日も確保していくため、受注者の発意による著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
することとしています※４・５。
　また、Ⅱに示した請負代金の変更協議と同様に、資材の入手困難などが生じるおそれがあると認めるときは、受注者から注文者に対して関
連する情報を請負契約の締結までに通知しなければならないこととしました。この場合、実際に資材の入手困難などが生じたときは、受注者
から注文者に対して工期の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなり
ます※６。
※４…令和元年の建設業法改正により、既に注文者に対しては、著しく短い工期による請負契約の締結が禁じられています。
※５…特殊な施工方法などを用いることにより工期を短縮することができるなど、正当な理由がある場合には、本規制の対象となりません。
※６…入札契約適正化法の改正により、公共発注者は誠実に契約変更協議に応じる義務が生じます。

ⅱ．生産性向上について
　建設業者は、請負代金が4000万円以上（建築一式工事については8000万円以上）の建設工事を請け負うときは、その工事現場において、
建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者（「監理技術者等」）を置かなければならないこととされています。
　このうち、公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、特に適正な施工が求められることから監理技術者等を専任で置くこ
ととされていますが、現場技術者の高齢化・退職や入職者の減少が進んでいることにより、必要な監理技術者等が確保できない建設業者に
とっては、制度が工事の受注の制約になる場合があります。
　この点、近年、工事現場におけるデジタル技術の活用（タブレット端末を通じた工事関係者間における設計図面や現場写真などの共有や、
現場作業員が装備するウェアラブルカメラなどを通じた監理技術者等との間における工事現場の映像・音声の遠隔・リアルタイム共有など）
により施工管理業務の効率化が進められているところ、令和４年には、現場技術者などの常駐・専任を求める規制については「デジタル原則
に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政調査会決定）において「デジタル技術の活用を前提とした見直しを
進める」こととされました。
　そこで改正法では、こうしたＩＣＴの活用を条件に、監理技術者等の専任規制を合理化することとしています。具体的には、上に挙げたよう
なデジタル技術を活用し、かつ、一定の規模・距離以下に工事現場がある等の要件を満たすことで、工事現場外にいる監理技術者等が平時
はもとより事故・災害の発生時においても工事現場の状況の確認・必要な技術的指示等を行うことができる場合には、監理技術者等が複数
の工事現場を兼任できることとしました。

　今回の改正は、建設業における担い手確保や生産性向上等の取組強化が急務になるとともに、建設資材の急激な価格変動等、建設業を取り
巻く昨今の環境変化への対応が不可避となっていることを踏まえ、建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう緊急に行うもので
あり、今後、施行に向けて詳細の制度設計を行い、業界に周知してまいります。あわせて、中間とりまとめのうち法律の改正が必要な事項以外
の部分についても検討・具体化するとともに、「建設Ｇメン」の体制を強化することで実効性を確保してまいります。
　これらの制度改正による措置を通じ、建設業における処遇改善、働き方改革及び生産性向上に総合的に取り組むことで、地域の守り手であ
る建設業が持続可能、かつ、新４Ｋ「給与が良く、休暇が取れ、希望が持てる」そして「かっこいい」魅力的な産業となるよう、業界の皆様の声を
聴きながら、様々な取組を進めてまいります。

働き方改革と生産性向上についてⅢ

【おわりに】
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08 建設業しんこう　2024 June

　充実した先端技術の教育環境を提供

し、技術革新に対応できるスペシャリスト

の育成を図る同校。校内での実習のみで

なく、現場見学会にも積極的に取り組んで

いる。

「建築科では、各学年で現場見学会を設け

ています。1学年は木造建築の勉強を振り

返りながら、次年度に必要となる住宅設計

の知識を身につけるためハウスメーカー

へ。2・3学年ではゼネコンの大規模な現

場を見学し、学んできたRC造・S造を復習

しながら、卒業設計に向けたイメージや

進路選択のための視野を広げています。

また1学年では企業と連携し、鳶・鉄筋・型

枠・左官など10職種に分かれて作業を体

験する技能体験会なども開催しています。

その他、3Dスキャナとドローンによる実習

を企業の方に実演・講義していただくな

ど、職人の生の声を聴ける機会が、生徒の

興味・関心の向上につながっています」。

　多くの企業から信頼され、就職率は

100％。様々な取り組みを実践し、就職を

希望する生徒を後押ししている。

「設計事務所や施工管理会社などでの

インターンシップをはじめ、求人票の見方

などを学ぶ進路ナビゲーション、3学年か

ら2学年へ進路体験を共有する機会や、

進学・就職した卒業生を招いての講話な

どを設けています。また企業の方に来校い

ただき、合同企業説明会や面接マナー指

導などを行っていただくことも。外部の方

を招いた取り組みは日常とは異なる緊張

感が生まれるため、生徒にとって非常に効

果的だと感じます」。

　工業高校卒業後、建築施工管理として

活躍した経験を持つ首代先生。現場で後

輩を指導したことが、教職へと進むきっか

けとなった。

「現場に入って初めて知ること・学ぶこと

は、想像以上に多いもの。戸惑う場面も多

かったですが、それ以上に普段は見えな

い“仮囲いの内側”にあるものを知ること

で、建築ってなんて楽しくて奥深いんだろ

うと再認識しました。後輩に指導する中で

人の成長を支える喜びを感じるとともに、

この“仮囲いの内側”にある魅力をもっと

多くの人に披露し、建築に携わる人を育て

たいという想いが強くなり、教員を目指す

ようになりました。教員免許を取得する過

程で、大学に通いながら職人として技能を

磨いた経験も糧となり、教職に就いた今に

活きています」。

　2級建築施工管理技術検定（第一次検

定）や建築CAD検定など、資格取得にチャ

建築は、こんなに楽しくて奥深い！ 建築は、こんなに楽しくて奥深い！ 
資格取得や現場での学び、資格取得や現場での学び、
多彩な経験を活かした教育多彩な経験を活かした教育
1924年の創立より100年にわたって優秀な工業技術者を輩出してきた、

伝統ある東京都立蔵前工科高等学校。全学科で高性能なDX機材を導入した
実習に取り組むほか、企業と連携した実習や現場見学など、生徒のやる気と
興味を引き出す教育を実践しています。今回は、建築施工管理として活躍した
経験がある建築科の首代昌紀先生に、力を入れて取り組む資格指導や、教育
に対する想いについて伺いました。

第102回

東京都立蔵前工科高等学校
建築科

首代 昌紀 先生

現場の声などを活かして
スペシャリストを育成！

資格取得をサポート！
生徒のチカラを

育む

建築の現場から
教育の現場へ

2級建築施工管理技術検定（第
一次検定）をはじめとした資格取
得のサポートにあたっている首
代先生。専門用語や工法など難
解な内容も多いが、現場での経
験を交えながら分かりやすく伝え
ている。「実際の現場がイメージ
できないと、なかなか身につけ
るのは難しいもの。資格取得を
希望する生徒には補習という形
で積極的に関わり、現場経験を
交えながら、より興味や理解が深
まるよう展開しています」



09建設業しんこう　2024 June

レンジする生徒の多い同校。先生自身の

経験も踏まえ、そうした挑戦を温かくサ

ポートしている。

「私自身、高校時代にジュニアマイスター

ゴールド（特別表彰）をいただいた経験か

ら、高校生にとって資格を取得することが

大きな自信と誇りにつながると実感してい

ます。夏休み中の補習などは辛くて休んで

しまう生徒もいますが、『試験がうまくいっ

た時の喜びは、ゲームをクリアした瞬間

や、建物を建て終わった時の達成感に似

ているよ』と話すと、生徒からも『施工管理

を目指したい』といった声があがるなど、

やる気が増していくのを感じます。せっか

く工科高校に入学して専門的な勉強をし

ているのだから、ただ教科書を暗記するの

ではなく、実際に社会や現場で役立つこと

や、自分たちの家を建てる時に必要な知

識をしっかりと身につけさせてあげたいと

思っています」。

　生徒を見守る一方で、先生自身も資格

取得にチャレンジ。1級建築・土木施工管

理技士補や2級鉄筋組立て技能士など、

様々な資格を有している。

「より多くのことを生徒に教えられる教員

になりたいという想いから、毎年何かしら

の資格取得に挑戦しています。私の場合

は資格勉強のモチベーションを維持する

ために、あえて周りの人に『この資格を受

ける！』と宣言して、自分を追い込むことで、

後に引けない状況を作りだしています。資

格を取得できたときには何とも言えない

達成感が得られるので、どんどん資格取得

にチャレンジして、生徒にも、こうした喜び

をぜひ味わってもらいたいですね」。

　自身の高校生時代を振り返り『決して勉

強が得意な生徒ではなかった』と笑顔を

見せる首代先生。そうした経験があるから

こそ、生徒目線に立った教育を大切にして

いる。

「苦手なことや分からないことは、あって当

たり前。私の場合、力学や計算が苦手な分

野でした（笑）。しかし、そうしたことこそよ

く学び、整理し、順序立てて勉強していくこ

とで、徐々に自分なりの答えが見つかるも

のです。勉強が得意ではなかった自分だ

からこそ、生徒に寄り添って教えていける

ことがたくさんあると思っています」。

　大の“建築好き”を自負する首代先生。

工業教育を通して、そうした“建築好き”を

育てることが1番の望みだ。

「建設業の魅力は、1つとして同じものがな

い一期一会の現場で、全員が同じ目標に

向かって取り組むこと。そして、毎日違う景

色を目にできること。まだ見ぬワクワクが、

現場には詰まっています。私が携わってき

た現場を伝えることで、新たな“建築好き”

が育ち、新しいものづくりのチカラになっ

ていくのだと思うと、これ以上の喜びはあ

りません。先日も設計職で活躍している教

え子と会話したのですが、生徒だった頃と

は比べものにならないほど “建築好き”に

なっていたことが嬉しかったです。『今では

建築が大好きで、現場を見るとワクワクす

る。計画段階から竣工まで、ずっとお客様

と接して建築をすることがこのうえないや

りがい』と言ってくれて…建築科の教員の

醍醐味はこういうところにあるのだと実感

する出来事でした」。

　建築の現場から、教育の現場へ。その指

導の先に、さらに多くの“建築好き”が生ま

れていくのが見える。

東京都立蔵前工科高等学校
建築科

首代 昌紀 先生

日本に所在する、唯一の巨匠ル・コルビュジエ
設計による建築。「生徒との建築見学会で訪れ
た場所です。中心から外側へ拡散されるような
展示空間“無限成長美術館”というコンセプト
を受け、私自身にも『蓄えた知識や技術を自分
だけのものにしておくのはもったいない。大好
きな建築知識を生徒に伝えたい』と、新たな成
長を感じさせてくれた建築物です」

国
立
西
洋
美
術
館

地元の建築物
コレ推

し！

課題研究によって生まれたアートのような
製作物が並ぶ校内。「体験入学の際など
にこうした製作物を見て、『自分でも作って
みたい！』と言って入学する生徒もいます。
学んできたものを形にして残すことがで
き、目にした人たちの心を動かせる。それ
も建築の魅力だと感じます」と首代先生

生徒の資格取得をサポートするに
あたり、自作のプリントや過去問資
料などのほか、合格に向けて何をいつまでにするべきかを示した
工程表を準備する首代先生。「資格取得を目指すからには、全員
に合格してもらいたい。工程表を見せることで生徒にもこちらの本
気度が伝わり、合格に向けたフローが見えることでモチベーション
の維持にもつながります。施工管理の経験が活きていますね（笑）」

大の“建築好き”を
1人でも多く育てたい！

先生から

みんなへ

メッセージ

〒111-0051　東京都台東区蔵前1-3-57
　　　  https://www.metro.ed.jp/kuramaekoka-h/WEB

東京都立蔵前工科高等学校
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　損益計算書は、一定期間における収益、費用、その結果とし
ての利益を表示した財務書類です。企業が一会計期間におい
て活動した内容を示すとともに、その成果が表されるため、企
業の一年間の成績表として位置付けることができます。専門的
に言えば、損益計算書とは一会計期間の経営成績を表す決算
書です。

①収益
　収益の定義は、資本の出資および資本の修正以外で所
有者持分（株式会社の場合には株主持分）を増加させる要
因です。簡単に言えば、収益とは企業の儲けの源泉となるも
のであり、販売した製品の売上、受領した利息、資産を取得
価額よりも高く売却した際の売却益などがあげられます。
　なお、収益は収入とは一致しません。会計においては、収
益を発生した段階で計上していく「発生主義」が、基本となっ
ているためです。

②費用
　費用の定義は、資本の出資および資本の修正以外で所
有者持分（株式会社の場合には株主持分）を減少させる要
因です。費用は、企業の儲けの源泉を得るための犠牲と捉
えることができ、販売した製品の製造原価、支払った利息、
資産を取得価額よりも低く売却した際の売却損などがあげ
られます。
　なお、収益と同様に、発生主義に基づいて費用を計上す
るため、費用と支出とは一致しません。
※上記①および②は、広義の収益・費用を説明したものであり、狭
義の収益・費用の概念も存在しています。

③利益
　利益とは、収益と費用の差額であり、企業活動の成果と
位置付けられます。

　損益計算書は、一会計期間の総収益から総費用を差し引い
た総利益（当期純利益）を最終値としています。なお、収益、費
用はその発生源泉に従って明瞭に分類され、各収益項目とそ
れに関連する費用項目とを対応表示していかなければなりま
せん。これにより、企業の活動ごとに、その成果を確認すること
ができます。

①営業損益計算の区分
　企業の営業活動から生じた収益、費用を記載して営業利
益を計算します。建設業と不動産業など２つ以上の営業を
目的とする企業は、主要な営業別に収益、費用を区分して記
載します。なお、営業利益を計算するに当たっては、売上高
と売上原価により、まずは売上総利益（粗利益）を計算して
おきます。
　この営業損益計算の区分から、企業の本来的な営業活
動による成果を判断することができます。

②経常損益計算の区分
　営業損益計算の結果を受けて、利息や有価証券の売却
損益など、営業活動以外の原因から生ずる損益で特別損益
に属さないものを記載し、経常利益を計算します。
　この経常損益計算の区分から、企業の営業活動だけでな
く経常的な活動を含めた成果を判断することができます。

③純損益計算の区分
　経常損益計算の結果を受けて、固定資産の売却損益な
ど、企業の経常的な活動以外の原因から生ずる臨時的な損
益（特別損益）を記載し、税引前当期純利益を計算します。ま
た、税引前当期純利益から法人税・住民税・事業税など所
得を源泉とする税金を控除して当期純利益を計算します。
　この純損益計算の区分から、企業の一会計期間のすべて
の活動による成果を判断することができます。

　次の損益計算書は、令和４年度中に決算を迎えた建設企業
45,490社の平均値です。

　企業規模により平均値との乖離が大きい場合があること
は、前回の貸借対照表と同様です。損益計算書は、売上高（建
設業専業であれば完成工事高）を100％として、各項目がどれ
くらいの割合を占めるかという百分比による分析が効果的
です。自社の数値と平均値を比較しながら、活用してみてくだ
さい。

１．損益計算書の意義 ２．損益計算書の様式

今回は、重要な決算書の１つである損益計算書について解説していきます。
損益計算書の意味する内容を理解していただくことで、その読み方が見えてくると思います。

損益計算書第3回

はじめに

今回は、損益計算書が意味する内容を解説するとともに、統計数値に基づ
く平均的な損益計算書を掲げてきました。自社の利益がどのような源泉から
生まれているのかなど、利益の構造を見ていくようにしてください。

おわりに

（45,490社の内訳）
　経営事項審査における経営状況分析を一般財団法人建設業情報管理センター（CIIC）に申請した企業から、次に該当する企業
を除いたもの。
●法人組織でない企業（個人企業）
●売上高に占める完成工事高（建設業の売上）が８割未満
●会社法上の大会社（資本金５億円以上または負債総額200億円以上の会社）

図1

図2

図1 図2

３．平均的な数値

Ⅰ　売上高
完成工事高
兼業事業売上高

××××
×××× ××××

××××
××××

××××
××××

××××
××××

××××
××××

××××
××××

××××

××××

Ⅱ　売上原価
完成工事原価
兼業事業売上原価
　売上総利益

××××
××××

Ⅳ　営業外収益
受取利息
・ ・ ・ ・

Ⅴ　営業外費用
支払利息
・ ・ ・ ・
　経常利益

××××
××××

××××
××××

Ⅵ　特別利益
固定資産売却益
・ ・ ・ ・

××××
××××

Ⅶ　特別損失
災害損失
・ ・ ・ ・
　税引前当期純利益

　法人税等
　当期純利益

××××
××××

Ⅲ　販売費及び一般管理費
給料
通信交通費
広告宣伝費
・ ・ ・ ・
　営業利益

××××
××××
××××
××××

損益計算書
自 202×年○月○日　至 202×年○月○日

営業損益
計算

※営業活動
　の成果

経常損益
計算

※経常的な
　活動の成果

純損益
計算

※企業活動
　全体の成果

売上に関する収益

売上高に
対応する原価

＝Ⅰ－Ⅱ

＝売上総利益－Ⅲ

＝営業利益＋Ⅳ－Ⅴ

＝経常利益＋Ⅵ－Ⅶ

営業活動以外の
活動から経常的に
発生する費用

営業活動以外の
活動から経常的に
発生する収益

経常的な活動とは
関係のない部分で
臨時的に発生した
収益

経常的な活動とは
関係のない部分で
臨時的に発生した
損失

＝税引前当期純利益－
　法人税等

営業活動に要した
費用のうち、
売上原価に
算入されないもの

Ⅰ　売上高
完成工事高
兼業事業売上高

497,684
18,196

2022年度　45,490社の平均　（単位：千円）

411,526
12,351

Ⅱ　売上原価
完成工事原価
兼業事業売上原価
　　売上総利益

Ⅳ　営業外収益
受取利息・配当金
その他

Ⅴ　営業外費用
支払利息
その他
　　経常利益

Ⅵ　特別利益

Ⅶ　特別損失
　税引前当期純利益
　法人税・住民税等
　当期純利益

Ⅲ　販売費及び一般管理費
　　営業利益

損益計算書

515,879

423,877
92,002

68,951
23,051

7,430

2,179
28,303

2,247

4,308
26,241
9,048
17,193

834
6,596

879
1,300

※CIICの公表データをもとに筆者作成

会計わかりやすい経 営 者 のための 会計わかりやすい経 営 者 のための

一般財団法人 建設産業経理研究機構
常任理事 土井 直樹
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　損益計算書は、一定期間における収益、費用、その結果とし
ての利益を表示した財務書類です。企業が一会計期間におい
て活動した内容を示すとともに、その成果が表されるため、企
業の一年間の成績表として位置付けることができます。専門的
に言えば、損益計算書とは一会計期間の経営成績を表す決算
書です。

①収益
　収益の定義は、資本の出資および資本の修正以外で所
有者持分（株式会社の場合には株主持分）を増加させる要
因です。簡単に言えば、収益とは企業の儲けの源泉となるも
のであり、販売した製品の売上、受領した利息、資産を取得
価額よりも高く売却した際の売却益などがあげられます。
　なお、収益は収入とは一致しません。会計においては、収
益を発生した段階で計上していく「発生主義」が、基本となっ
ているためです。

②費用
　費用の定義は、資本の出資および資本の修正以外で所
有者持分（株式会社の場合には株主持分）を減少させる要
因です。費用は、企業の儲けの源泉を得るための犠牲と捉
えることができ、販売した製品の製造原価、支払った利息、
資産を取得価額よりも低く売却した際の売却損などがあげ
られます。
　なお、収益と同様に、発生主義に基づいて費用を計上す
るため、費用と支出とは一致しません。
※上記①および②は、広義の収益・費用を説明したものであり、狭
義の収益・費用の概念も存在しています。

③利益
　利益とは、収益と費用の差額であり、企業活動の成果と
位置付けられます。

　損益計算書は、一会計期間の総収益から総費用を差し引い
た総利益（当期純利益）を最終値としています。なお、収益、費
用はその発生源泉に従って明瞭に分類され、各収益項目とそ
れに関連する費用項目とを対応表示していかなければなりま
せん。これにより、企業の活動ごとに、その成果を確認すること
ができます。

①営業損益計算の区分
　企業の営業活動から生じた収益、費用を記載して営業利
益を計算します。建設業と不動産業など２つ以上の営業を
目的とする企業は、主要な営業別に収益、費用を区分して記
載します。なお、営業利益を計算するに当たっては、売上高
と売上原価により、まずは売上総利益（粗利益）を計算して
おきます。
　この営業損益計算の区分から、企業の本来的な営業活
動による成果を判断することができます。

②経常損益計算の区分
　営業損益計算の結果を受けて、利息や有価証券の売却
損益など、営業活動以外の原因から生ずる損益で特別損益
に属さないものを記載し、経常利益を計算します。
　この経常損益計算の区分から、企業の営業活動だけでな
く経常的な活動を含めた成果を判断することができます。

③純損益計算の区分
　経常損益計算の結果を受けて、固定資産の売却損益な
ど、企業の経常的な活動以外の原因から生ずる臨時的な損
益（特別損益）を記載し、税引前当期純利益を計算します。ま
た、税引前当期純利益から法人税・住民税・事業税など所
得を源泉とする税金を控除して当期純利益を計算します。
　この純損益計算の区分から、企業の一会計期間のすべて
の活動による成果を判断することができます。

　次の損益計算書は、令和４年度中に決算を迎えた建設企業
45,490社の平均値です。

　企業規模により平均値との乖離が大きい場合があること
は、前回の貸借対照表と同様です。損益計算書は、売上高（建
設業専業であれば完成工事高）を100％として、各項目がどれ
くらいの割合を占めるかという百分比による分析が効果的
です。自社の数値と平均値を比較しながら、活用してみてくだ
さい。

１．損益計算書の意義 ２．損益計算書の様式

今回は、重要な決算書の１つである損益計算書について解説していきます。
損益計算書の意味する内容を理解していただくことで、その読み方が見えてくると思います。

損益計算書第3回

はじめに

今回は、損益計算書が意味する内容を解説するとともに、統計数値に基づ
く平均的な損益計算書を掲げてきました。自社の利益がどのような源泉から
生まれているのかなど、利益の構造を見ていくようにしてください。

おわりに

（45,490社の内訳）
　経営事項審査における経営状況分析を一般財団法人建設業情報管理センター（CIIC）に申請した企業から、次に該当する企業
を除いたもの。
●法人組織でない企業（個人企業）
●売上高に占める完成工事高（建設業の売上）が８割未満
●会社法上の大会社（資本金５億円以上または負債総額200億円以上の会社）

図1

図2

図1 図2

３．平均的な数値

Ⅰ　売上高
完成工事高
兼業事業売上高

××××
×××× ××××

××××
××××

××××
××××

××××
××××

××××
××××

××××
××××

××××

××××

Ⅱ　売上原価
完成工事原価
兼業事業売上原価
　売上総利益

××××
××××

Ⅳ　営業外収益
受取利息
・ ・ ・ ・

Ⅴ　営業外費用
支払利息
・ ・ ・ ・
　経常利益

××××
××××

××××
××××

Ⅵ　特別利益
固定資産売却益
・ ・ ・ ・

××××
××××

Ⅶ　特別損失
災害損失
・ ・ ・ ・
　税引前当期純利益

　法人税等
　当期純利益

××××
××××

Ⅲ　販売費及び一般管理費
給料
通信交通費
広告宣伝費
・ ・ ・ ・
　営業利益

××××
××××
××××
××××

損益計算書
自 202×年○月○日　至 202×年○月○日

営業損益
計算

※営業活動
　の成果

経常損益
計算

※経常的な
　活動の成果

純損益
計算

※企業活動
　全体の成果

売上に関する収益

売上高に
対応する原価

＝Ⅰ－Ⅱ

＝売上総利益－Ⅲ

＝営業利益＋Ⅳ－Ⅴ

＝経常利益＋Ⅵ－Ⅶ

営業活動以外の
活動から経常的に
発生する費用

営業活動以外の
活動から経常的に
発生する収益

経常的な活動とは
関係のない部分で
臨時的に発生した
収益

経常的な活動とは
関係のない部分で
臨時的に発生した
損失

＝税引前当期純利益－
　法人税等

営業活動に要した
費用のうち、
売上原価に
算入されないもの

Ⅰ　売上高
完成工事高
兼業事業売上高

497,684
18,196

2022年度　45,490社の平均　（単位：千円）

411,526
12,351

Ⅱ　売上原価
完成工事原価
兼業事業売上原価
　　売上総利益

Ⅳ　営業外収益
受取利息・配当金
その他

Ⅴ　営業外費用
支払利息
その他
　　経常利益

Ⅵ　特別利益

Ⅶ　特別損失
　税引前当期純利益
　法人税・住民税等
　当期純利益

Ⅲ　販売費及び一般管理費
　　営業利益

損益計算書

515,879

423,877
92,002

68,951
23,051

7,430

2,179
28,303

2,247

4,308
26,241
9,048
17,193

834
6,596

879
1,300

※CIICの公表データをもとに筆者作成

会計わかりやすい経 営 者 のための 会計わかりやすい経 営 者 のための

一般財団法人 建設産業経理研究機構
常任理事 土井 直樹



を活用しよう!

お役立ち連載

厚生労働省所掌の「人材確保等支援助成金」に「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」（以下「CCUS
等普及促進コース」）があります。事業者・技能者登録やレベル判定等を補助・支援するもので、助成対象事業の
計画策定から実施、効果検証まで、これらに関する経費を対象として、建設事業主団体が助成金を受けられます。

一般財団法人建設業振興基金では、この助成金を多くの建設事業者の団体が活用し、CCUS普及がより促進
されることを期待し、助成金に関する相談に無料で対応する「CCUS助成金活用相談窓口」を、本年4月24日
に開設しました。

「CCUS助成金活用相談窓口」は、このような相談に無料で電話対応します。

－CCUS助成金活用相談窓口にお電話を－
CCUS普及のための厚労省の助成金をご存知ですか？

CCUS助成金活用相談窓口についてのお知らせはこちらからご覧ください。

東日本エリア 080-7835-3906 （一般社団法人ＣＣＵＳサポート）
西日本エリア 06-4862-７749   （KATO社会保険労務士事務所・行政書士事務所）

「CCUS助成金活用相談窓口」はこちら

建設事業主団体の
要件って何ですか？

私のところは協会の支部ですが
それではダメですか？

会員の事業者登録のために、
担当のアルバイトを

雇おうと考えていますが、
それって助成対象になりますか？

平日9：00～12：00　13：00～17：00

建設事業主団体が実施する

労
働
局
へ
申
請

❶ 

計
画
策
定

❶ 

効
果
検
証

支
給
申
請

計
画
届
提
出

中小建設事業主団体：
対象経費の2/3
上記以外の団体：
対象経費の1/2

■が助成対象事業。
❶の事業計画策定・効果検証は必須。
❷❸❹は複数選択可能。

助成率
１団体につき１事業年度
（4/1～3/31）の上限額
全 国 団 体：3,000万円
都道府県団体：2,000万円
地 域 団 体：1,000万円

支給上限額

❷ CCUS等登録促進事業

❸ CCUS等登録手続支援事業

❹ 就業履歴蓄積促進事業

●CCUS等普及促進コース概要 詳しくは厚労省
ホームページで。

団体向け

建設業しんこう　2024 June16
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PROFILE

牧野 純一 さん

株式会社サカイエステック

福井県出身

さん

　空調換気設備や給排水衛生設備など、現代の建物に無くてはならな
い快適なライフラインを構築する──そんな管工事の施工管理を担
う、株式会社サカイエステックの牧野純一さん。工事部の主任として活
躍する毎日だが、以前は飲食業でパティシエなども経験した異色の経
歴を持つ。「飲食業から建設業に転職した大きな理由の一つが、結婚し
て家庭を持ったこと。飲食業の場合は土日休みが難しいことも多く、家
族と過ごす時間を考えると建設業のほうに大きな魅力を感じました」。
一般住宅などの設備工事を経験した後、縁あってサカイエステックへ
と入社した。「当社の場合は公共施設などの大規模な工事が多く、一般
住宅とのスケールの違いに驚きました。規模が大きな分、作成する書
類の多さにもびっくりしましたね（笑）」。現場の中でも特に思い出深い
のは、北陸新幹線の停車駅（新駅）の新築工事だ。「私が携わってきた
中でも特に大きな現場であり、仕事を任されたことで自信にもつな
がった現場です。大規模な工事であるほど、円滑に進めるためには
様々な人との連携やコミュニケーションが欠かせません。またそうした
中だからこそ、自分の想いをしっかりと伝えないと思い違いが生じてし
まうもの。難しさと楽しさを味わうことのできた貴重な現場でした」。そ
うした仕事の中で最も達成感を覚えるのは、なんといっても建物がで
きあがった瞬間だ。「これまで経験してきた仕事も面白かったのです
が、年齢も職種も異なる多くの方とともに一つのものを手掛け、それを

無事に成し遂げた瞬間は喜びもひとしおです。一つの現場を終えるご
とに、今までにない満足感を得ることができます」。
　今後の目標は「一級建築施工管理技士の資格を取得し、大きなプロ
ジェクトに積極的に参加していくこと」と話す牧野さん。「建設業は建物
や橋・道路など、手掛けたものを確かな形で未来に残せると同時に、何
十年・何百年と地域の人々の暮らしに貢献できる、こどもに誇れる仕
事。そして私自身、心から楽しんで携わっていける仕事です。これからも
さらに大きなプロジェクトに参加し、中心となって活躍していける人材
になりたいです」。
　また自身と同様、異業種から建設業への転職にチャレンジしようとす
る方へもエールを送る。「やる気をもって挑めば、だれでも大きな力に
なれるのが建設業の魅力。私も入職当初は専門知識がほとんど無い
状態からスタートしましたが、研修や実務を通して必要な知識や技術
を身につけ、分からないことは積極的にたずねながら仕事のイロハを
学びました。意欲の高い人には、周りも温かくサポートしてくれます。ま
た、これまで建設業というと3Kのイメージが強かったですが、業界全体
としても新3K（給与が良い・休暇が取れる・希望が持てる）の実現を進
めており、そうした環境を作っていくのも自分たちだと思っています。
ぜひ一緒に、良いものを作っていきましょう！」

ま き の じゅんいち

「やる気をもって挑めばだれでも大きな力になれる！」今までにない満足感を味わえる建設業！

グレートジョブ

株式会社
サカイエステック
代表取締役

　建設人材育成優良企業表彰『不動産・建設経済局長賞』という評価をいただいたこと、誠にうれしく
思います。当社では以前より建設業の2024年問題を見すえ、SNSを活用したPR活動をはじめ、女性
活躍の推進やDXによる現場の支援に努め、全社員が明るく快適に働ける環境作りを図ってきまし
た。今後はそれらをさらに広げるとともに、異業種で働く方々などにも新たな活躍の場として選ばれ、
やる気をもって入っていただける企業でありたいと願っています。

山岸 康弘 氏 建設人材育成優良企業表彰『不動産・建設経済局長賞』を受賞

助成金について
相談したい
ときは？

今月
の

建設の最前線へ！

フロンティア

建設産業の今を伝え
未来を考える
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